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●
源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
給
与
、
退
職
所
得
、

公
的
年
金
な
ど
）、
支
払
調
書
の
原
本
（
報

酬
、
保
険
満
期
な
ど
）

●
営
業
、
そ
の
他
事
業
、
不
動
産
な
ど
の
収
支

内
訳
書
（
通
帳
や
帳
簿
、品
物
や
取
り
引
き
ご
と
の

収
入
、科
目
ご
と
の
経
費
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
。

令
和
６
年
中
に
購
入
し
た
機
械
な
ど
を
減
価
償
却

経
費
で
計
上
す
る
場
合
は
そ
の
領
収
書
な
ど
）

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
な
い
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
書
と
運

転
免
許
証
な
ど
を
持
参
）

●
税
務
署
か
ら
郵
送
さ
れ
て
き
た
は
が
き

●
本
人
名
義
の
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が
分
か

る
も
の

●
通
帳
届
出
印
（
所
得
税
を
新
規
で
口
座
振
替

す
る
人
の
み
）

●
所
得
控
除
金
額
な
ど
が
分
か
る
も
の

･
生
命
保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料
、
地
震

保
険
料
（
旧
長
期
損
害
保
険
料
）、
個
人

年
金
保
険
料
、
国
民
年
金
の
控
除
証
明
書

・
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払
証
明
書

・
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
医
療
費
の
合
計

額
か
ら
、
保
険
や
高
額
医
療
な
ど
の
補
填
を

差
し
引
い
た
金
額
を
事
前
に
計
算
し
て
く
だ

さ
い
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

医
療
費
控
除
の
明
細
書
や
事
業
所
得
な
ど
の

収
支
明
細
書
な
ど
の
必
要
書
類
は
、
必
ず
事

前
に
作
成
し
て
き
て
く
だ
さ
い
。

▲

問い合わせ　　　　税務課　☎73-3006
観音寺税務署　☎25-2191市県民税の申告、所得税の確定申告をお忘れなく ２月17日（月）から３月14日（金）までくらし

申
告
に
必
要
な
も
の

税
務
署
で
の
申
告
相
談
が
必
要
な
場
合

日
時
　
２
月
17
日
（
月
）
〜
３
月
14
日
（
金
）

　
　
　
　
平
日
　
午
前
８
時
45
分
〜
11
時

　
　
　
　
　
　
　
午
後
１
時
〜
３
時

※
土
日
・
祝
日
は
、
３
月
２
日
（
日
）
午
前
中

の
み
受
け
付
け
ま
す
。

場
所

●
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用
を

受
け
る

●
亡
く
な
っ
た
人
の
申
告
（
準
確
定
申
告
）

●
肉
用
牛
の
申
告

●
青
色
申
告・消
費
税
の
申
告

●
過
年
度
分
の
申
告

●
土
地
・
建
物
・
株
式
の
売
買
（
譲
渡
所
得
）

の
申
告

●
暗
号
資
産
（
仮
想
通
貨
）・
Ｆ
Ｘ
の
申
告

●
上
場
株
式
配
当
の
申
告

た
だ
し
、
次
の
人
は
税
務
署
で
申
告
す
る
前
に
、

税
務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
過
去
に
市
の
申
告
会
場
で
申
告
し
た
事
業
所
得

の
減
価
償
却
デ
ー
タ
が
必
要
な
人

・
国
民
健
康
保
険
税
支
払
証
明
な
ど
が
必
要
な
人

　
申
告
相
談
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
長
時
間

お
待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
で
あ
れ
ば
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
申
告
書
が
作
成
で
き
、
そ
の
ま
ま
送

信
（
ま
た
は
印
刷
し
て
郵
送
）
す
る
こ
と
で
提
出

で
き
ま
す
。

・
自
宅
か
ら
申
告
可
能

・
24
時
間
利
用
可
能

・
申
告
書
が
デ
ー
タ
で
取
得
可
能

・
添
付
書
類
の
省
略
が
可
能

・
書
面
提
出
と
比
べ
、
早
期
還
付
が
可
能

※
市
役
所
西
館
以
外
の
３
会
場
は
、
３
月
11
日

（
火
）
で
終
了
で
す
。

障
害
者
控
除

　
基
準
日
（
各
年
12
月
31
日
）
時
点
で
、

65
歳
以
上
の
人
は
、
対
象
と
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
申
請
は
、
介
護
保
険
課
ま

た
は
各
支
所
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
詳
細
は
、
介
護
保
険
課
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除
確
認
書

※
介
護
保
険
課
が
交
付
し
ま
す
。

交
付
要
件

①
介
護
保
険
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
こ
と

　（
令
和
６
年
中
の
い
ず
れ
か
の
時
点
）

②
主
治
医
意
見
書
で
、
寝
た
き
り
状
態
お

よ
び
カ
テ
ー
テ
ル
使
用
、
尿
失
禁
な
ど

の
状
態
が
確
認
で
き
る
こ
と

留
意
事
項

※
お
む
つ
代
の
申
告
が
１
年
目
と
２
年
目

以
降
で
対
象
と
な
る
主
治
医
意
見
書
の

審
査
基
準
が
異
な
り
ま
す
。

※
１
年
目
、
２
年
目
以
降
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
場
合
は
、
か
か
り
つ
け
の

医
療
機
関
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
令
和
５
年
分
以
前
の
申
請
は
、
判
定
基

準
が
異
な
り
ま
す
。

お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の
確
認
書

の
交
付
基
準
が
変
わ
り
ま
し
た
。

申
告
が
必
要
か
ど
う
か

　確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ー
タ
ッ
ク
ス

確
定
申
告
は
ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
が
お
す
す
め
！

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
が
便
利

▲「確定申告書等
　作成コーナー」は
　こちらから

所
得
税
・ 

市
県
民
税
申
告
相
談

高
瀬
町
・
三
野
町

住
所
地

会
　
場

詫
間
町
・
仁
尾
町

豊
中
町

山
本
町
・
財
田
町

三
豊
市
役
所
 西
館

マ
リ
ン
ウ
ェ
ー
ブ

豊
中
町
農
村
環
境
改
善

セ
ン
タ
ー

山
本
庁
舎

「障害者控除」、「おむつ代に係る医療費控除」が確定申告に利用できます

▼申し込み・問い合わせ　介護保険課　☎73-3017 　公
的
年
金
（
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
な
ど
）
の

収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る

　公
的
年
金
以
外
の
所
得

（
給
与
、
個
人
年
金
な
ど
）

が
あ
る

　公
的
年
金
以
外
の
所
得

（
給
与
、
個
人
年
金
な
ど
）

が
20
万
円
を
超
え
る

　医
療
費
、
生
命
保
険
料

な
ど
の
控
除
の
追
加
が
あ

る

確
定
申
告
が
必
要

ｅ
-Ｔ
ａ
ｘ
の
メ
リ
ッ
ト

確
定
申
告
が
必
要

申
告
不
要

市
県
民
税
の
申
告
が

必
要

※

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
が
、
申
告
を
す

る
こ
と
に
よ
り
還
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はいはい

はい

いいえ

令和６年分

※
主
に
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
の
一
例
で
す
。

ほ
て
ん

▲障害者控除の
　認定基準などは
　こちらから

▲申告相談の詳細は
　こちらから
※2月3日(月)以降に
　公開されます

　
昨
年
ま
で
、
市
申
告
会
場
で
受
け
付
け
て
き
た

土
地
や
株
式
の
売
却
に
よ
る
譲
渡
所
得
、
上
場

株
式
の
配
当
所
得
は
、
市
の
申
告
相
談
で
は
対

応
で
き
な
い
の
で
、
税
務
署
や
ｅ
-Ｔ
ａｘ
に
よ
る

電
子
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

イ
ー
タ
ッ
ク
ス


